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１ 航空事故調査の経過

１．１ 航空事故調査の経過

朝日航洋株式会社所属ミル式Ｍｉ‐８ＰＡ型ＪＡ９５４９（回転翼航空機）は、昭和５８ 

年１０月４日、三宅島噴火に伴う救援物資を空輸して、三宅島空港の滑走路に着陸後、エプロ 

ロンへホバリング移動中、１５時４３分ごろ、同機のダウンウオッシュにより、駐機中の他 

機の機体を損壊した。

１．２ 航空事故調査の概要

１．２．１　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、昭和５８年１０月４日運輸大臣から事故発生の通報を受け、 

当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。

１．２．２ 調査の実施時期

昭和５８年１０月４日及び１１日、１３日 事実調査

昭和５９年３月５日 現場調査



１．２．３ 原因関係者からの意見聴取

原因関係者として機長から、昭和５９年３月１２日意見聴取を行った。

２ 認定した事実

２．１ 飛行の経過

ＪＡ９５４９（以下「Ａ機」という。）は、昭和５８年１０月４日、三宅島噴火に伴う救 

援物資を、同島へ空輸するため機長、操縦士及び整備士２名の計４名が搭乗し、１４時２５ 

分ごろ東京ヘリポートを離陸し、１５時３９分ごろ三宅島空港の北方２マイル上空に到達し 

た。

当時、同空港は約１５センチメートルの火山灰に覆われ、滑走路は未だ閉鎖されていたが、 

エプロン、誘導路、滑走路の一部は除灰されており、エプロン北側地域（以下「ノースサイ 

ド」という。）は、除灰後散水されてヘリコプターの離着陸及び駐機の場所として使用され 

ていた。

そのノースサイドには、付図に示す２機のヘリコプターが駐機しており、うちＪＡ９５７

３は、ローターが停止していたが、一方のＪＡ９５１５（メッサーシュミットベルコウブロ

ーム式Ｂ０１５Ｃ型以下「Ｂ機」という。）は、１５時３９分ごろ着陸し、未だメイン・

ロータが空転中であった。

離着陸には、ノースサイドが使用されているのを知らなかった機長は、滑走路北端付近上 

空で、三宅島ラジオに「エプロンはどこを使ってもよろしいか。」と尋ねた。この時エプロ 

ン上には、誘導員が進入方向に手を上げて着陸地帯を指示していたので、三宅島ラジオは、 

「いま、マーシャリングがきたので、９５７３の脇に止めて下さい。」と助言し、機長も 

「はい。」と応答しているが、Ａ機は滑走路と誘導路の合流点の除灰地帯（約１００メート 

ル×２０メートル）に着陸接地した。

これを目撃した空港管理事務所の職員は、エプロンに駆け降りて、手信号によりＡ機を離 

陸させようと努めたが、Ａ機は誘導路に向って地上滑走を始めた。

三宅島ラジオは、Ａ機が交信しないまま地上滑走を始めたので「そちらからタクシーして 

きますか。」と質問し、機長が「はい。」と応答したところ、同ラジオから「灰塵が舞い上 

がるのでもう一度飛び上がって直接ノースサイドに進入して下さい。」と送信した。

同機は、機首を南南西に向けたままホバリングに移行し、右横進を始めたので、三宅島ラ 

ジオは、再び「そちらの方は砂塵がだいぶ盛上っており、視界不良となります。」と助言し



たところ、機長は「よくＩＮＴＥＮＴＩＯＮがよくわからないのですが。」と返信しながら、 

灰塵の巻き上げを出来る限り少なくしようとして、ホバリング高度を約１０メートルまで上 

げ、右横進でエプロンに接近した。

三宅島ラジオは、更に「そのままタクシーすると灰塵が舞い上がるので、もう一度飛び上 

がってノースサイドから入って下さい。」と助言した。三宅島ラジオの航空管制通信官は、 

この時点では未だ灰塵の舞い上がりが激しくなく、Ａ機は当然ノースサイドに駐機中のＢ機 

を視認しており、Ｂ機に接近すれば停止すると思っていたので、改めて注意を喚起すること 

はしなかったと口述している。

Ａ機がホバリング移動してくるのを目撃したＢ機の機長は、ダウンウオッシュを避けるた 

め機体の中に入り、空港管理事務所の職員は、Ａ機がエプロン入口付近に接近した時点から 

一段と激しくなった灰塵の舞い上がりで、目が開けていられなくなって手信号を続けること 

ができなくなり、三宅島ラジオもそのころからＡ機を視認することが困難な状態となったと 

それぞれ口述している。

Ａ機は、灰塵の舞い上がりが激しい中をＢ機の前方を東から西へ通過し、機首方向の南側 

に向って離脱した。Ａ機が通過した際、Ａ機のダウンウオッシュでＢ機の空転状態にあった 

メイン・ロータ・ブレードを激しくあおり、大きくフラッピングした同ブレードは、赤ブレ 

ードがテール・ブームに接触し、取付部より約７６センチメートルのところで折損し、停止し 

た。

離脱したＡ機は、左旋回の場周経路に入り、三宅島ラジオと交信して北側から直接ノース 

サイドに着陸接地した。（付図参照）。

Ａ機の機長は、着陸後エンジンを停止して前方に駐機しているＢ機が損壊していることを 

知った。

事故発生時刻は、１５時４３分ごろであった。

２．２ 人の死亡、行方不明及び負傷

なし

２．３ 航空機の損壊に関する情報

なし



２．４ 運航中の航空機以外の物件に関する情報

駐機中の回転翼航空機１機破損

２．５ 乗組員その他の関係者に関する情報

機長 男性 ５０歳

事業用操縦士技能証明書（回転翼） 第１１８８号

昭和３７年１０月１２日取得

限定事項　ベル４７型 昭和３７年１０月１２日

アルウエットⅡ型 昭和４１年１月１４日

富士ベル式２０４Ｂ型 昭和４６年４月１６日

ベル式２０６型 昭和４７年１２月２日

カモフ式ｋａ‐２６型 昭和５３年３月２０日

アエロスパシアル式ＡＳ３５０型 昭和５４年１１月７日

ミル式Ｍｉ‐８ＰＡ型 昭和５５年１０月２４日

アエロスパシアル式ＡＳ３５５型 昭和５８年５月４日

操縦教育証明書（回転翼） 第１５９号

昭和４５年６月１０日取得

第１種航空身体検査証明書 第１３５４０２７号

有限期限 昭和５８年１２月２６日

総飛行時間 ７，２０１時間２６分

同型式機の飛行時間 ９９時間５８分

最近３０日間の飛行時間 ３２時間３８分

２．６ 航空機に関する情報

２．６．１ 航空機

型式 ミル式Ｍｉ‐８ＰＡ型

製造番号 第２６００１号

耐空証明 第東５８‐２８８号

昭和５９年８月２８日まで有効

総飛行時間 ５９３時間３２分

１００時間点検後の飛行時間  ２２時間１８分



２．６．２ 事故発生時の推定重量及び重心位置

同機の事故発生時の推定重量は９，８４９キログラムで、推定重心位置は＋２１６ミリ 

メートルであり、許容範囲（最大離陸重量１１，０００キログラム、重心位置前後方向＋ 

３７０ミリメートル―９５ミリメートル）内にあったものと推定される。

２．７ 気象に関する情報

事故当時の三宅島空港における気象観測値は、次のとおりであった。

１５時００分、風向２２０度、風速１５ノット、視程１０キロメートル以上、雲量３／８ 

積雲、雲高２，０００フイート、雲量６／８高積雲、雲高１２，０００フイート、気温２５度Ｃ 

露点温度２２度Ｃ、ＱＮＨ２９．９５インチ／水銀柱。

１６時００分、風向２３０度、風速１２ノット、視程１０キロメートル以上、雲量３／８ 

積雲、雲高２，５００フイート、雲量７／８高積雲、雲高１２，０００フイート、気温２５度Ｃ、露 

点温度１９度Ｃ、ＱＮＨ２９．９７インチ／水銀柱。

２．８ その他必要な情報

三宅島空港は、１０月３日１５時５５分から１０月４日１２時００分までの間、火山灰の 

ため滑走路は閉鎖となっていた。

１０月４日１０時５９分発行のノータムは、次のとおりであった。

１２時００分から次に通報するまで、空港管理者の事前許可を得たヘリコプターを除き、 

三宅島空港滑走路は火山灰のため閉鎖する。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

３．１．２　ＪＡ９５４９は、有効な航空証明を有し、かつ整備されていた。

３．１．３　事故当時の気象は、事故に直接関連はなかったものと認められる。

３．１．４　機長は出発前に三宅島空港に関する情報を十分に入手できなかったため、ノース

サイドが離着陸場として使用されていることを知らず、また、空中から視認したノース

サイドは他の地域と 同じ黒一色に 見えたため、 残留降灰の舞い上がりを 勘案して、進入

当初から滑走路の除灰地帯に着陸する 意図をもっていたもの と推定される。



３．１．５ 三宅島ラジオは、Ａ機が滑走路北端付近上空で機長から「エプロンはどこを使っ 

てもよろしいか。」と尋ねてきたので、「今、マーシャリングがきたので９５７３の脇 

に止めて下さい。」と助言したところ、機長から「はい。」と応答があったので、当然 

Ａ機も他機と同様に直接ノースサイドへ着陸すると判断したものと推定される。

３．１．６ Ａ機がノースサイドに着陸しないで滑走路上の除灰地帯に着陸接地し、駐機場に

向って数メートル地上滑走した時、三宅島ラジオは当時の風が南南西の約１５ノットで

エプロンに灰塵が舞い上がるので、Ａ機に対して、一たん離陸して場周経路に入り北側 

から直接ノースサイドへ進入させようとして、「もう一度飛び上がって直接ノースサイ 

ドへ行って下さい。」と助言したところ、機長は一瞬疑問を感じながらも「直接ノース 

サイドへ。」の意味を「ホバリングして。」と一方的に解釈し、駐機中の２機に対する 

配意を欠いたまま、ホバリングに移行しエプロン入口付近で再び三宅島ラジオからホバ 

リング移動を中止してもう一度飛び上がる旨の助言に対しても反応が遅れ、離脱のタイ 

ミングを逸したものと推定される。

３．１．７ 機長は、メイン・ロータの大きいＡ機のダウン・ウオッシュが駐機中の他機に与 

える影響を考慮すれば、ホバリングによるエプロンへの移動は中止すべきであったと考 

えられる。

なお、Ａ機が右横進で移動したのは、機長が風向、風速を考慮して安全に移動するた 

め風に正対したことによるものと推定される。

３．１．８ 機長の口述によれば、同機が滑走路上に接地した時、空港管理事務所の職員がエ 

プロンに駆け出して来て手信号で合図しているのを認めたが、駐機場の方を指示してい 

るように見えたとのことであり、目撃者の口述からもエプロン入口付近からは灰塵の舞 

い上がりが一段と激しくなり、視界不良の状態となったと述べていることから、機長は 

誘導員の手信号を進入中止の合図と視認できないまま、進入を続けたものと推定される。

３．１．９ 同機の左後方座席に同乗して機外を視認していた１名の整備士の口述によれぱ、 

同機は灰塵の舞い上がりで周囲がほとんど見えない中を高度約１０メートルで右横進し、 

Ｂ機の機首部が左下方に見えた時、メイン・ロータ・ブレードが折損するのを目撃したと 

のことである。Ｂ機の駐機位置が誘導路から約１３メートルと近かったこと、誘導路の 

幅が約２８メートルで、Ａ機の全長が約２５．２４メートルであったこと等から、灰塵の 

舞い上がりで視程の悪い中を未だメイン・ロータ・ブレードが空転しているＢ機の前方約

１０メートル上空を、機首をほぼ南南西に向け東から西へ若干後退しながら通過した際、 

そのダウンウオッシュが約１０秒間にわたって、Ｂ機のメイン・ロータ・ブレードを激しく



あおったため、空転中の同ブレードにフラッピングが生じ、テール・ブームを叩きこれを

損傷し赤ブレードが折損したものと推定される。

３．１．１０ 左席の機長及び操縦士である右席の同乗者（以下「同乗者」という。）は、着 

陸の際エプロン上のＢ機は、ロータを止めて駐機している様に見えたと口述しているこ 

とから、Ｂ機のロータが回転していることについて気がついていなかったものと推定さ 

れる。

しかし、その後、Ａ機が右横進でエプロンに移動した際、右席に搭乗して見張りに専念 

すべき立場の同乗者が最後までＢ機のロータの空転状態を発見できなかったのは、継続 

的な機外の見張りが不十分であったと認められる。

４ 原因

４．１ 解析の要約

４．１．１ 機長は、ノースサイドが着陸場所であることを知らなかったので、滑走路の除灰 

地帯に着陸したものと推定される。

４．１．２ 三宅島ラジオは、Ａ機との交信内容の推移からＡ機が直接ノースサイドへ進入す 

ると判断していたものと推定される。

４．１．３ 機長は、Ａ機のメイン・ロータの大きさ及びエプロン上の他機の駐機場所を考慮す 

れば、ホバリングによるエプロンへの移動は中止すべきであったにもかかわらず、ホバ 

リングに移行して移動したのは、機長が三宅島ラジオの助言の意味を誤解したことによ 

るものと推定される。

４．１．４ Ａ機は、メイン・ロータが空転しているＢ機の前方を高度約１０メートルで東から 

西へ通過した際、Ａ機のダウンウオッシュがＢ機の空転状態のメイン・ロータ・ブレードを 

あおり、赤ブレードを折損したものと推定される。

４．１．５ 機長及び同乗者による継続的な機外の見張りが十分でなかったものと推定される。

４．２ 推定原因

本事故の推定原因は、Ａ機がホバリング移動中、そのダウンウオッシュで、Ｂ機の空転中 

のメイン・ロータ・ブレードをあおり、同ブレードがテール・ブームに接触したことによるものと 

認められる。

なお、Ａ機がＢ機の近くをホバリング移動したのは、機長が三宅島ラジオの助言の意味を 

誤解したことが関与していたものと推定される。



付
図


